
特記仕様書 

Ⅰ委託業務名 

  令和8年度 町単独那賀町広報誌「広報なか」作成委託業務 

Ⅱ履行期間 

  契約締結日から令和9年3月31日 

Ⅲ委託業務の大要 

  「広報なか」（毎月1回5日発行。A4サイズ。表紙と最終頁がカラー印刷、他頁は1色刷）の 

   編集・印刷・製本・梱包・納品等に係る業務を委託する。 

Ⅳ委託業務の仕様 

１.「広報なか」発行について 

   【発 行 日】 原則毎月5日とし、5日が休日及び祝祭日の場合は、当該休日及び祝祭日以降 

         最初の開庁日とする。 

   【発行部数】 3,700部 

   【発 行 号】 令和8年6月号～令和9年4月号 

   【担当部署】 那賀町役場みらいデジタル課 

２.発行にかかる納品物 

（A）広報誌印刷物 

    【頁  数】 不定 

   【使用色】 原則として、表紙と最終頁がカラー刷、他頁は1色刷（モノクロ）。 

   【用  紙】 Ａ4サイズ、再生紙（白紙率80％以上・マット44.5Kg）艶無し。 

   【使用書体】視認性・判読性に優れた「ユニバーサルデザイン（UD）フォント」を使用すること。 

   【加  工】 広報誌の右端には閉じ穴を2個空ける。 ※JIS規格によるもの 

    【頁単価】 頁単価（カラー刷り   円(税抜)，一色刷り   円(税抜)）で算出する。 

  （B）広報誌データ 

   【PDFデータ】 

    (1) 全ページ一括データ（2種類：①1頁ごとに羅列 ②表紙と最終頁以外は見開き頁で羅列） 

    ①1ページＡ4サイズで、表紙から最終ページまでを1つのファイルとする。  

    ②通常のパソコンで最大化した場合に文字が確認できること（閲覧に耐えうる画像の精度）。 

    (2) 分割データ 

    ①1ページA4サイズで全ページを1頁ごとに分割したもの。 

    ②分割後の1データ内の容量は制限しない。 

    ③分割したデータは、頁数が分かるように明記し、同ファイル内にまとめて入れておく。 

    ④通常のパソコンで最大化した場合に文字が確認できること（閲覧に耐えうる画像の精度）。 

   【JPEGデータ】 

    表紙画像はJPEGデータで納品。 

    ※通常のパソコンで最大化した場合に文字が確認できること（閲覧に耐えうる画像の精度） 

 ３.「広報なか」発行までの工程 

①日程：入稿、校正、校了、納品の時期・時間については、予め担当者同士で打合せをする。  

②入稿：町担当者は入稿日までに、各部署より入稿に必要な原稿・画像等を収集し、受付記事一覧

表とともに、各記事を①表紙②各課等お知らせ③最終頁にまとめ、電子データ及び紙ベー

スにより受注者へ入稿時に受け渡す。受け渡しには決められた日時に受注者が来庁するこ



と。 

③初校：（入稿日の翌日から5日以内に広報担当者宛提出。但し、閉庁日は含めない。） 

受注者は原稿を元に速やかに校正・編集を行う。各記事の頁配分やレイアウトは、本町から

要望の有る場合を除き、受注者が行う。メール等の手段を用いて、町担当者へPDF画像（1

頁ごとに分かりやすく頁数付題）で提出する。 

④校正：（初校提出のあった日の翌日から5日間。但し、閉庁日は含めない。） 

   ※修正：修正箇所があった場合、町担当者は校正原稿をデータもしくは紙ベースで修正し、メ

ールまたはFAX 等の手段を用いて、受注者へ連絡する。 

※編集：特に指定がない場合、細かなレイアウトは受注者が行う。どの程度までレイアウトを

担当するかは、その都度確認すること。また、既製のイラスト等の挿絵については、適宜印

刷会社から提供を受けられるものとする。 

   ※確認：受注者は原稿に忠実に校正を行い、また誤字脱字等のないよう互いに意識し、読み

やすく公共の福祉に則った広報誌作成に向け、互いに連携し誠意を持って努める。 

⑤校了：町担当者は最終確認後、校了期日までに電話等にて受注者へ校了の連絡をする。 

⑥製版・印刷・製本・梱包：受注者が行う。 

⑦納品： 

   （印刷物）受注者は、原則毎月3日の正午までに、別表１に指定する場所に、指定部数をそれぞ

れ納品する。また 3 日が休日及び祝祭日の場合は、当該休日及び祝祭日の前日までに納品す

る。 

   （データ）受注者はPDFデータ（3種）とJPEGデータ（表紙）を校了後速やかに本町の指定す

る方法で受け渡しをする。 

    ※原稿等は基本的に、手渡し・ＦＡＸ・電子メールなどで受け渡しをするが、その他有用な手

段がある場合には、双方でセキュリティの確認をした上で採用することとする。 

⑧納品書・請求書の作成 

    受注者は、納品日に「納品書」と「請求書」を那賀町みらいデジタル課へ提出する。また請求

書の摘要として、種類ごとの頁単価・頁数、納品部数、発行月・号数を明記すること。 

   ⑨支払い方法について 

    毎月の広報紙の検査完了後、町は提出された請求内容を確認し、各号ごとに支払いを行うこ

ととする。 

 

別表１  広報なか納品場所指定表 

納品指定場所 指定場所住所 納品部数 

那賀町役場 

(みらいデジタル課) 

那賀町和食郷字南川104番地1 1,350部 

那賀町役場相生庁舎 那賀町延野字王子原31番地1 970部 

那賀町役場上那賀支所 那賀町小浜151番地 645部 

那賀町役場木沢支所 那賀町木頭字前田43番地1 245部 

那賀町役場木頭支所 那賀町木頭出原字マエダ34番地 490部 

 


